
★：相談発生地

令和3年6月23日

第1911号

≪注意！あなたの土地が狙われています！≫

　「一時的に資材置場として貸してほしい」、「良い土で

土地を埋め立ててあげます」などと、うまい話を持ちか

けられ、安易に同意してしまった結果、廃棄物を不法投

棄されたり、無許可で建設残土を埋め立てられたりする

事例が発生しています。

　これらの責任や処理費用の負担は、行為者だけでなく、

土地所有者に及ぶこともあります。

　不法投棄、野焼き、不適正な残土埋立てを発見した場

合は、直ちに専用ダイヤル「不法投棄 110 番」まで通報

をお願いします。

※不法投棄・野焼きを見つけたら 不法投棄110番（☎0
いつもみんなでむらなくみはれ

1 2 0 - 5 3 6 - 3 8 0）へ

受付時間は平日の 8：30～17：15 です。受付時間外は最寄

りの警察署まで。

問 合 せ　茨城県　廃棄物規制課　☎ 301-3033

県立水戸産業技術専門学院総合実務科
（令和3年度後期生入学選考）

訓練期間　10月5日（火）～令和4年3月17日（木）【6ヵ月】

授 業 料　無料（テキスト、作業服代等は別途実費負担）

訓練内容　OA 実技、販売、清掃業務、生活習慣の確立

やコミュニケーション能力を高める社会適応

訓練、企業での実習

募集人員　10 名

応募資格　軽度の知的障害のある方

（療育手帳をお持ちの方又は公的機関でこれ

と同等と判断された方）

募集期間　7 月 5 日（月）～ 8 月 23 日（月）

入学選考日　9 月 1 日（水）

選考会場　水戸産業技術専門学院（水府町校舎）

応 募 先　ハローワーク水戸（水戸市水府町 1573-1）

　　　　　☎ 231-6221

問 合 せ　県立水戸産業技術専門学院総合実務科

　　　　　☎ 300-5221

※見学も随時受け付けております。お気軽にお問合せください。

【海水浴場概要】
◆開設期間　7 月 22 日（木・祝）
　　　　　　～ 8 月 22 日（日）　計 32 日間
◆開設箇所　大洗サンビーチ
◆開設時間　8：00 ～ 16：00
【有料駐車場概要】
◆開設期間　※海水浴場期間と同じ
◆開設箇所　大洗第１サンビーチ駐車場、大洗第２サン

ビーチ駐車場、大洗海浜公園駐車場
◆開設時間　6：00 ～ 15：00（※駐車場は24時間開放）
◆使用料金　普通車 /1,000 円　中型車 /1,300 円
　　　　　　大型車 /3,000 円　二輪車 /400 円

聖火リレーによる交通規制
日時：7月4日（日）10：30頃～11：45頃予定　区間：海門橋～祝町交差点～アクアワールド 一般駐車場入口

　開設にあたり、ライフセーバーによる監視や、新型コ
ロナウイルス感染症対策を講じた上で、安全安心な海水
浴場を皆様に提供します。
　海水浴期間中は、大洗サンビーチ駐車場が有料となり
ます。（なお、町民の皆様に対しては、運転者または同
乗者の運転免許証の提示により無料といたします。）
【新型コロナウイルス感染症対策】
◆場内での飲酒の禁止
◆車でお越しの方へのチラシ配布（海水浴場内での感染

症対策に関するお願い事項）
◆各場内通路における「いばらきアマビエちゃん」の設置
◆定期的な放送による感染症対策周知の徹底

松くい虫防除薬剤散布のお知らせ

　松林保護のため、薬剤の散布を下記のとおり実施いた

しますので、地域の皆様のご理解とご協力をよろしくお
願いいたします。
期　　日
●空中散布：7 月 5 日（月）　　作業時間：4:00 ～ 6:00

※作業時間帯は以下の道路が全面通行止めとなります。
※雨天・強風等の場合は翌日に順延します。
※ 4 日（日）17：00 ～ 5 日（月）6：00 まで、大洗公

園駐車場は利用できません。
●地上散布：7 月 5 日（月）　　作業時間：4:00 ～ 7:00
　※雨天・強風等の場合は翌日に順延します。

問 合 せ
・大洗公園　　：大洗公園事務所　☎ 029-219-5970
・通行止め関係：水戸土木事務所　☎ 029-225-4060
・大洗ゴルフ場：総務課　管財係（内線 223）

不安をあおり契約させる屋根工事の点検商法にご注意 !!
【相談概要】
　訪問してきた業者から「近所で屋根修理をしている。
たまたまお宅の前を通りかかったが、２階の屋根がずれ
ているようだ。」と言われ不安になり、翌日、その業者に
点検してもらうことにした。翌日、業者が２人で来て屋根
に上がり、点検終了後、撮影した動画を TV に映し「屋
根瓦がずれている。修繕が必要だ。」と説明を受けた
が、瓦がずれているかどうかはよく分からなかった。また、
業者からは「今回はたまたま通りかかった従業員がずれ
た屋根瓦を見つけたので補修工事代を安くすることがで
きる。」 と言われた。契約したが、不審なのでクーリング
オフをしたい。
【アドバイス】
　突然、訪問してきた業者から、「屋根瓦がずれている」
等と言われ、屋根の点検や屋根工事の契約を勧められた
場合は、その場で点検依頼や契約はせず、相手の言うこ
とが事実か、必要な工事かどうか、を家族や周囲の人
に相談しましょう。屋根工事の契約をする際は、複数業
者から見積書をとって比較することも大切です。
　少しでも疑問や不安を感じた場合は、すぐにお近くの
消費生活センターへ相談しましょう。

消費者ホットライン
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　※お近くの消費生活相談窓口へつながります
茨城県消費生活センター
　平日　9：00～17：00まで
　日曜（電話のみ）　9：00～16：00まで
大洗町消費生活センター（内線243）
　平日　8：30～17：00まで

大洗サンビーチ海水浴場の開設について


